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第１章 計画の概要

第１節 計画策定の背景・趣旨

本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、
平成 18（2006）年 3 月に第１次「米子市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。その

後平成 24（2012）年 8 月に改定（第２次）し、平成 28（2016）年１月の改定（第３次）を

経て、令和 3（2021）年 2 月に第 4 次「米子市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、従来の

社会の在り方やライフスタイルを見直し、循環型社会への転換をさらに進めていくとともに、

低炭素社会や自然共生社会との統合に配慮した持続可能な循環共生型の地域社会の構築に向

けて、取り組んできたところです。
我が国では、令和 6（2024）年に第５次循環型社会形成推進基本計画が策定され、環境問

題と社会課題を同時に解決することを目指し、地域・社会の持続可能性を高める循環経済の

推進、資源循環の徹底、地域特性に応じた循環システムの構築、循環資源・廃棄物管理の基

盤強化と環境再生の実行、国際的な資源循環態勢の整備を主な方針とし、循環型社会へのよ

り一層の推進を図っています。

国際的には、平成 27（2015）年９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のため
の 2030 アジェンダ」に、持続可能でよりよい社会を目指す国際目標「持続可能な開発目標

（SDGｓ：エスディージーズ）」が採択され、海洋ごみ対策や食品ロス削減等の施策も進行中

です。

改めて一人ひとりが学び、考え、一体となって循環型社会への転換、脱炭素社会の実現、

自然共生社会及び安心・安全社会を目指した取組を推進していく必要があります。

こうした状況を踏まえ、第 4 次「米子市一般廃棄物処理基本計画」の施策や目標の達成状

況について評価及び課題の検証を行い、新たな第 5 次「米子市一般廃棄物処理基本計画」を
策定することとしました。

国等の動向を確認するため暫定版です
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第２節 計画の位置付け

１ 他の計画等との関係

図 2-1 米子市一般廃棄物処理基本計画と他の計画との関係

２ 計画対象区域
本計画の計画対象区域は、本市の全域を対象とします。

環境基本計画

循環型社会形成 推進基本計画

廃棄物処理法基本方針

環境基本法

循環型社会形成推進基本 法

廃棄物処理 法

廃棄物処理施設整備計画

鳥取県廃棄物処理計画鳥取県災害廃棄物処理計画

米子市災害廃棄物処理計画 米子市一般 廃棄物処理計画

米子市まちづくりビジョン

米子市一般廃棄物処理基本計画
●ごみ処理基本計画
●生活排水処理基本計画

米子市一般 廃棄物処理実施計画
●ごみ処理実施計画
●生活排水処理実施計画

容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
食品リサイクル法

小型 家電リサイクル法

資源有効利用促進法

グリーン購入法

鳥取県分別収集促進計画

鳥取県西部広域行政管理組合
分別収集計画

鳥取県西部地域
循環型社会形成推進地域計画

米子市環境基本計画

＜廃棄物の適正処理＞

＜再生利用の推進＞

＜個別物品の特性に応じた規制＞

＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞

食品ロス削減推進法

＜国民運動として食品ロスの削減を推進＞

プラスチック資源循環促進法
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廃棄物

産業廃棄物

一般廃棄物

し尿
浄化槽汚泥

ごみ

事業系ごみ

家庭系ごみ

３ 計画の範囲
本計画の藩士は、廃棄物処理法に定める一般廃棄物とします。一般廃棄物とは産業廃棄

物以外の廃棄物を指し、家庭から発生する家庭系ごみ、オフィスや飲食店から発生する事

業系ごみのほか、し尿及び浄化槽汚泥も含みます。

図 2-2 計画の範囲

４ 計画期間と目標年度
本計画の期間は令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度までとし、目標年度は令和

12（2030）年度とします。

なお、今後の社会経済情勢の変化や廃棄物処理に関する法制度の改正等の内容によって

は、計画期間内であっても必要な見直しを行うこととします。


